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管理者等への別紙質問書提出についての要請 

 

 

酷暑の日々、貴職におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、次期中間処理施設整備事業用地検討委員会は、去る 4月 21 日に「諮問書」を受けてから、す

でに４カ月が経ちました。この間４回の会議が開かれましたが、審議ははかどらず、諮問書で求められ

ている答申期限に遅れています。これについて、８月８日開催の組合臨時議会において議員から激しい

叱責の意見が出されましたが、我々委員としても複雑な思いで受け止めているところです。 

審議の遅れの背景は、そこで事務局から説明があった通り、用地選定のこれまでの複雑な経緯の把握

に手間取り、的確に論点をしぼった審議に入れなかったためであります。 

検討・検証作業を進めるにあたって、真の論点がどこにあるかを探り出すことは、最も重要なことで

す。とりわけ、今回の用地選定作業の場合のように、一度出された結論に加えて、再度同じテーマの答

申を諮問されるという稀有な事情においては、その背景にある、各決定権者間の見解の異同を正しく認

識しておくことが検討・検証作業の前提として不可欠です。しかし残念ながら現状では、このことが明

確に表面化して把握されておらず、したがって論点として共通認識化されるに至っておりません。 

つきましては、与えられた検討作業を的確に、迅速に進めるために、これらに関する決定権者の皆様

方のお考えを確認するために、別紙の質問を委員会として提出いたしたく、要請致します。 

 

以 上



平成 25 年 8 月  日 

印西地区環境整備事業組合 
 

管 理 者  板倉 正直  殿 

副管理者  伊澤 史夫  殿 

副管理者  岡田 正市  殿 

 

 

次期中間処理施設整備事業用地検討委員会 
 

 

 

用地検討委員会の課題について（質問） 

 

 

貴職におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、次期中間処理施設整備事業用地検討委員会は、去る 4 月 21 日に「諮問書」を受けてから、す

でに４カ月以上経ちましたが、用地選定のこれまでの複雑な経緯の把握に手間取り、審議が遅れている

ことは申しわけありません。 

検討・検証作業を進めるにあたって、真の論点がどこにあるかを探り出すことは、最も重要なことで

すが、このことが明確に表面化して把握されておらず、論点として共通認識化されるに至っていないこ

とが審議の遅れの一因ともなっています。 

つきましては、与えられた検討作業を的確に、迅速に進めるために、これらに関する決定権者の皆様

方のお考えを確認いたしたく、下記の通り、貴職のご見解をお示しくださるようお願いいたします。 

 

記 

 

① 平成 21 年 6 月に発足した「印西地区次期中間処理施設整備検討委員会」は、比較検討地 5 箇所と

現在地の計 6 箇所で比較評価を行い、その結果として、上位 3 箇所（1 位「泉・多々羅田地先」、2 位

「現在地」、3位「大森・草深地先」）を平成 22 年 4 月に管理者へ報告し、管理者・副管理者会議は平

成 23 年 6 月に「泉・多々羅田地先」（「９住区」）を次期中間処理施設の建設予定地と決定し、組合

議会はこれを承認した。 

以上の事実経過に間違いはありませんか。 

 

② 平成 24 年 8 月 6 日、組合の「関係首長会議」で、管理者・副管理者を選出。ここで板倉管理者が

「移転計画の白紙撤回」を表明し、伊澤・岡田副管理者は「代替案を見て判断する」と同意しなかった。

その後同年 11 月 19 日に印西市長から、印西地区環境整備事業組合管理者にあてて「9 住区への移転計

画の白紙撤回」が申し入れられた。平成 25 年 2 月 7 日開催の組合の第 1 回定例議会は、管理者の上記



「白紙撤回」方針に対して両副管理者は同意していない現状を確認する一方、再度、事業用地選定のた

めの「検討委員会」の設置を決め、それに沿った予算措置を講じた。その後同年 8月 8日開催の組合議

会全員協議会において板倉管理者は議員の質問に答え「（次期中間処理施設は）テニスコート（現在地）

には作らせない」との考えを表明した。 

以上の事実経過に間違いはありませんか。 

 

③ 以上の経緯を踏まえると、現在の「用地検討委員会」が行うべき課題は、諮問書にはその旨の明記

はないものの、前回の「次期中間処理施設整備検討委員会」が①記載の３箇所を候補地として選定した

判断について、その後の諸条件の変化を勘案して妥当性を検証し、あわせて公募を含めて新たな比較対

象地を見出し、それらを比較評価して、次期中間処理施設の整備に適した用地を答申することと思料さ

れます。 

この考え方について貴職のご見解をお示しください。 

 

以  上 

 

 

 


